
同和問題（部落差別）は、同和地区・被差別部落などと呼ばれる地域の出身であることやそこに住んでい

ることなどを理由に、結婚や就職、日常生活において差別を受けている日本固有の人権問題です。このよ

うな差別の実態や不合理さについて学び、その解消のために必要な態度や行動について考えてみましょ

う。 

 

○ 結婚差別*1 について、母や姉が受けた差別の話や本人の体験を書いた大学生の手記を読み、解消の

ために必要なことについて考えてみましょう。 （本人の自筆原稿をそのまま掲載しています。*1 次ページ「キーワード」参照）  

 

テーマ ５ 

打ち明ける勇気 受け止める勇気 （主な人権課題：同和問題（部落差別）） 



○ キーワード 

◆ 結婚差別 

結婚差別とは、婚約もしくは結婚に際して、

相手方の出自（家柄）・社会的地位・障害の有

無・民族の違い等によって、反対もしくは解消し

たり（させたり）する行為をいう。反対・解消する

のは当人の他、その家族や親戚など第三者の

場合もある。 

◆ 部落差別の解消の推進に関する法律（部

落差別解消推進法、平成 28（2016）年） 

「現在もなお部落差別が存在する」ことや、情

報化の進展に伴う部落差別に関する状況の変

化を背景に、部落差別の解消を推進することを

目的に制定された。「部落差別」という言葉が初

めて明記された法律である。 

◆ インターネット・モニタリング事業（兵庫県、

平成 30（２０１８）年） 

インターネット上の、兵庫県内の在留外国人

や同和問題（部落差別）等に関する、差別を助

長する表現や差別的な書込みをモニタリング

（監視）し、その抑止を図っている。 

 

○ 関係機関・施設等 

◆ （公財）兵庫県人権啓発協会 

TEL 078-242-5355 

◆ 法務省（同和問題（部落差別）） 

 

○ 参考資料 

◆ 「平成 30 年度人権に関する県民 

意識調査」（公財）兵庫県人権啓発協会 

◆ 『結婚差別の社会学』 

齋藤直子（勁草書房、平成 29（2017）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：『生きる（高校生）』「話してくれてありがとう」宮崎県人権・同和教育研究協議会、（平成 23（２０１１）年） 

※「えた・ひにん」…産業や造園、芸能などで社会や文化を支えていたが、他の身分の人々から疎外され差別されていた人々。 

（出典：「中学生用教育資料『きらめき』兵庫県教育委員会、（平成２３（２０１１）年） 

 

○ インターネット上の差別事案 

近年インターネット上では、差別を助長・誘発する書

込みや根拠のない情報などが問題となっています。同

和問題（部落差別）についても、特定の地域を同和地区

であると指摘する事案や、同和地区を記載しているとす

る書籍を販売しようとする事案などの悪質な行為が発

生しています*2。これらはネットの匿名性を悪用して、誤

った認識や差別意識を助長する、表現の自由を逸脱し

た許されない行為です。 

同和問題（部落差別）に限らず、インターネットは便利

である一方、情報や意見について、信頼性や人権上の

問題点を判断し、対応する力が必要となります。 
 

*2 全国の被差別部落の所在地、戸数、主な職業などを記

載した冊子が販売されていた事件が、昭和 50（1975）年

に発覚した。購入者の多くは企業で一部個人が含まれて

おり、購入目的は採用選考や結婚の際に身元を調査する

ためであったとされる。 
 

考えてみよう 

Q1. 母の「自分が被差別部落の出身だということは、今 

後人に言う必要はない」という言葉に対して、 「私」 

が「どうしても納得できませんでした」と思った心情 

を考えてみよう。 

Q2. 「私」の打ち明けに対して、あなたならど

のように対応するか考えてみよう。 

 


